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節
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第
一
節

は
じ
め
に

一

江
戸
時
代
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
（
民
事
裁
判
）
は
一
般
に
「
出で

入い
り

」
と
呼
ば
れ
、
奉
行
所
に
お
い
て
「
出
入
筋
」
と
呼
ば
れ
る

手
続
で
処
理
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
「
出
入
」
の
終
了
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
九
八)

一

＊

お
お
ひ
ら
・
ゆ
う
い
ち

立
命
館
大
学
教
授



現
在
、
民
事
訴
訟
で
は
、
判
決
と
い
う
裁
判
所
の
判
断
行
為
に
よ
っ
て
終
了
す
る
場
合
と
、
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
く
行
為
に
よ
っ
て

終
了
す
る
場
合
が
あ
る
。
後
者
は
、
訴
え
の
取
下
げ
や
訴
訟
上
の
和
解
等
々
に
よ
っ
て
終
了
す
る
場
合
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
そ
の
場
合
、

い
う
ま
で
も
な
く
判
決
の
申
渡
は
行
な
わ
れ
な
い
。
後
者
の
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
く
行
為
に
よ
る
終
了
が
行
な
わ
れ
な
い
場
合
は
、
前

者
の
判
決
に
よ
る
終
了
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

江
戸
時
代
の
「
出
入
筋
」
も
、
ほ
ぼ
こ
れ
に
対
応
し
た
も
の
と
し
て
、
従
来
、
説
か
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
判
決
申
渡
（
裁
許
申

渡
）
に
よ
り
訴
訟
は
終
了
し
た

(
)

。
小
早
川
欣
吾
氏
の
言
う
「
裁
許
に
依
る
裁
判
の
終
了

(
)

」
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
事
者
の
内
済
に
よ
り
終

１

２

了
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
民
事
訴
訟
は
、
当
事
者
間
で
内
済
が
成
立
す
れ
ば
、「
内
済
に
依
る
裁
判
の
終
了

(
)

」
と
い
う
こ
と
に

３

な
る
。
そ
の
と
き
は
判
決
申
渡
（
裁
許
申
渡
）
は
な
い
。「
最
後
ま
で
内
済
が
成
立
し
な
け
れ
ば
、
判
決
が
出
さ
れ

(
)

」
る
。
こ
の
よ
う
に
、

４

江
戸
時
代
の
「
出
入
筋
」
に
つ
い
て
は
、
現
代
の
民
事
訴
訟
手
続
と
か
な
り
近
似
し
た
形
で
説
か
れ
て
き
た
。

二

そ
れ
で
は
、
江
戸
時
代
の
「
出
入
筋
」
に
お
い
て
、
判
決
申
渡
は
「
出
入
」
の
終
了
を
意
味
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
史
料
を
見
て
い

る
と
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
思
え
な
い
。「
出
入
」
の
終
了
点
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
判
決
に
お
い
て
金
銭
の
給
付

や
物
の
返
還
・
引
渡
を
命
ず
る
給
付
訴
訟
を
考
え
た
場
合
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
我
々
に
投
げ
か
け
る
。
も
し
、
判
決
申
渡
に
よ
り
「
出

入
」
が
終
了
し
た
と
す
る
と
、
判
決
申
渡
後
の
執
行
手
続
は
「
出
入
筋
」
と
は
異
な
る
別
個
の
手
続
で
あ
ろ
う
か
。
逆
に
、
も
し
、
判
決

申
渡
に
よ
り
「
出
入
」
が
終
了
し
て
い
な
い
と
す
る
と
、
判
決
に
よ
っ
て
も
終
了
し
な
い
訴
訟
と
は
何
な
の
か
。
こ
の
問
い
に
は
、
従
来

の
「
出
入
」、「
出
入
筋
」
に
つ
い
て
の
理
解
に
再
考
を
迫
る
問
題
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
幕
末
大
坂
の
町
役
人
が
作
成
し
た
訴
訟
記
録
で
あ
る
『
目
安
帳

(
)

』
を
手
が
か
り
に
し
て
、「
出
入
」
が
い
つ
終
了

５

し
た
の
か
、
そ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
こ
の
問
題
に
迫
り
た
い
と
思
う
。

(

二
四
九
七)

立
命
館
法
学

二
〇
〇
九
年
五
・
六
号
（
三
二
七
・
三
二
八
号
）

二



註
(

１)

中
田
薫
『
法
制
史
論
集
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
六
年
）
八
七
三
頁
参
照
。

(
２)
小
早
川
欣
吾
『
増
補
近
世
民
事
訴
訟
制
度
の
研
究
』（
名
著
出
版
会
、
昭
和
六
三
年
）
四
〇
三
頁
。

(

３)
同
三
九
一
頁
。

(

４)

神
保
文
夫
「
幕
府
法
曹
と
法
の
創
造
―
―
江
戸
時
代
の
法
実
務
と
実
務
法
学
―
―
」（
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
法
文
化
の
な
か
の

法
創
造
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
五
年
）
一
一
八
頁
。
な
お
、
中
田
・
註(

１)

引
用
書
八
七
八
頁
を
も
参
照
。

(

５)

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
所
蔵
の
木
挽
町
南
之
丁
『
目
安
帳
』（
以
下
、
木
挽
町
『
目
安
帳
』
と
略
称
）
と
、
道
修
町
三
丁
目
『
目
安
帳
』（
二

冊
）（
以
下
、
道
修
町
『
目
安
帳
』
と
略
称
）
の
二
種
類
の
『
目
安
帳
』
で
あ
る
。
な
お
『
目
安
帳
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
近
刊
予
定
の
大
平

「
判
決
が
出
た
あ
と
―
―
江
戸
時
代
の
『
訴
訟
社
会
』
像
―
―
」（
本
稿
末
尾
の
〔
付
記
〕
参
照
）
第
二
節
「
目
安
帳
」
を
参
照
。

第
二
節

江
戸
時
代
の
民
事
訴
訟
手
続

一

江
戸
時
代
の
民
事
訴
訟
は
、
上
記
の
よ
う
に
、「
出
入
筋
」
と
呼
ば
れ
る
手
続
で
処
理
さ
れ
た
。
従
来
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
そ
の

手
続
の
概
略
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
原
告
が
訴
状
（「
目
安
」）
を
奉
行
所
に
提
出
す
る
。
奉
行
所
役
人
が
そ
の
訴
状
を
点
検
す
る
。

こ
れ
が
目
安
糺
で
あ
る
。
目
安
糺
が
済
み
奉
行
所
と
し
て
当
該
訴
訟
を
受
理
す
る
こ
と
が
決
ま
る
と
、
訴
状
に
奉
行
の
裏
書
（
裏
判
）
が

付
与
さ
れ
る
。
そ
の
訴
状
を
原
告
が
受
取
り
被
告
側
に
持
参
す
る
。
い
わ
ゆ
る
本
人
送
達
主
義
で
あ
る
。
原
告
か
ら
訴
状
を
受
取
っ
た
被

告
は
答
弁
書
（「
返
答
書
」）
を
作
成
し
奉
行
所
に
提
出
す
る
。
奉
行
の
裏
書
で
指
定
さ
れ
た
日
に
原
告
・
被
告
は
法
廷
で
「
対
決
」
す
る
。

法
定
で
の
審
理
が
尽
き
る
と
裁
判
調
書
た
る
口
書
が
作
成
・
押
印
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
訴
状
・
答
弁
書
の
大
要
、
主
要
な
争
点
に
つ
い

て
の
原
告
・
被
告
の
主
張
と
、
そ
れ
に
対
す
る
奉
行
所
の
判
断
、
当
事
者
の
承
服
文
言
が
記
さ
れ
て
い
た

(
)

。
そ
れ
を
も
と
に
判
決
申
渡
し

６

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
九
六)

三



が
な
さ
れ
る
（「
裁
許
」）。
金
銭
の
給
付
を
求
め
る
金
銀
出
入
で
は
、
判
決
は
「
日
限
済
方
」
と
い
う
期
限
付
弁
済
命
令
の
形
を
と
る

(
)

。
７

審
理
の
担
当
者
は
内
済
を
す
す
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
き
に
は
強
引
な
形
で
内
済
を
す
す
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
内
済
が
整
え
ば
当

事
者
は
「
済
口
証
文
」
を
提
出
し
て
奉
行
所
の
承
認
を
求
め
（「
済
口
御
断
」）、
こ
れ
に
対
し
奉
行
所
が
承
認
を
与
え
た
（「
済
口
聞
届
」）。

裁
判
は
内
済
の
成
立
・
承
認
に
よ
り
終
了
す
る
。
内
済
が
成
立
し
な
い
場
合
は
判
決
申
渡
が
な
さ
れ
る
。
判
決
申
渡
後
、
判
決
遵
守
誓
約

書
と
も
い
う
べ
き
「
裁
許
請
証
文
」
が
原
告
・
被
告
よ
り
奉
行
所
に
提
出
さ
れ

(
)

、
原
告
よ
り
訴
状
裏
判
消
の
手
続
が
行
わ
れ
て
裁
判
手
続

８

は
終
了
す
る

(
)

。
９

以
上
が
、
従
来
の
研
究
が
裁
判
手
続
（
訴
訟
手
続
）
と
し
て
描
い
て
き
た
「
出
入
筋
」
の
概
略
で
あ
る
。
江
戸
法
と
大
坂
法
で
裁
判
手

続
に
若
干
の
相
異
は
あ
る
が
、
基
本
的
枠
組
み
に
大
き
な
差
は
な
い
。

二

｢

出
入
筋
」
の
手
続
で
処
理
さ
れ
る
給
付
訴
訟
で
は
、
判
決
申
渡
後
、
金
銭
の
給
付
や
物
の
返
還
・
引
渡
等
、
履
行
の
問
題
、
執

行
の
問
題
が
発
生
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
り
か
な
り
の
部
分
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
大
坂
法
で
は
、
金
銀

出
入
に
お
い
て
は
、
判
決
に
従
っ
た
履
行
が
な
さ
れ
ぬ
場
合
、
す
な
わ
ち
、
判
決
で
申
渡
さ
れ
た
期
日
ま
で
に
債
務
の
履
行
が
な
さ
れ
ぬ

場
合
、
当
事
者
か
ら
の
届
を
う
け
て
奉
行
所
は
、
債
務
者
に
三
十
日
間
の
手
鎖
ま
た
は
押
込
を
申
付
け
た
。
押
込
は
、
債
務
者
が
病
気
の

場
合
に
、
病
気
を
確
認
（「
病
気
見
分
」）
の
う
え
申
付
け
ら
れ
た
。
手
鎖
・
押
込
は
債
務
の
履
行
を
間
接
的
に
強
制
す
る
も
の
―
―
間
接

強
制
―
―
で
あ
る
。
手
鎖
・
押
込
申
付
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
債
務
の
履
行
が
な
さ
れ
ぬ
と
き
は
、
債
務
者
の
財
産
を
債
権
者
に
引
渡
さ
せ

る
身
代
限
（
強
制
執
行
）
と
い
う
措
置
―
―
直
接
強
制
―
―
が
発
動
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
有
物
出
入
（
物
の
返
還
・
引
渡
に
か

か
わ
る
「
出
入
」）
に
お
い
て
は
、
判
決
に
従
っ
た
履
行
が
な
さ
れ
ぬ
場
合
、
返
還
・
引
渡
を
求
め
る
何
度
か
の
追
訴
を
経
て
、
返
還
・

引
渡
が
強
制
さ
れ
る
。

(

二
四
九
五)

立
命
館
法
学

二
〇
〇
九
年
五
・
六
号
（
三
二
七
・
三
二
八
号
）

四



三

こ
う
し
た
一
連
の
訴
訟
手
続
・
執
行
手
続
が
進
行
す
る
な
か
で
、「
出
入
」
が
終
了
す
る
の
は
ど
の
時
点
で
あ
ろ
う
か
。
執
行
手

続
の
最
終
段
階
で
あ
る
身
代
限
や
返
還
・
引
渡
が
終
了
し
た
時
点
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、「
裁
判
の
終
了
」
を
意
味
し
た
と
さ
れ

る
判
決
申
渡
の
時
点
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
判
決
に
従
っ
た
履
行
が
な
さ
れ
た
時
点
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
時
点
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
如
何
に
よ
っ
て
、「
出
入
」
と
は
何
か
、「
出
入
筋
」
と
は
何
に
関
す
る
手
続
な
の
か
と
い
う
評
価

が
異
な
っ
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

註

(

６)

中
田
・
註(

１)

引
用
書
八
九
九
頁
参
照
。

(

７)

神
保
・
註(

４)

引
用
論
文
一
一
九
頁
。

(

８)

金
銀
出
入
で
は
、
判
決
（「
日
限
済
方
」）
を
申
付
け
ら
れ
る
と
被
告
は
そ
の
遵
守
を
誓
約
し
た
「
日
限
証
文
」
を
提
出
す
る
（
神
保
・
註(

４)

引
用
論
文
一
一
九
頁
）。
な
お
、
木
挽
町
『
目
安
帳
』
嘉
永
六
年
十
一
月
廿
七
日
願
の
条
に
は
、
年
賦
預
ヶ
銀
出
入
に
お
い
て
、
六
〇
日
以
内
弁

済
を
命
じ
る
判
決
（「
日
限
済
方
」）
を
申
渡
さ
れ
、
そ
の
遵
守
を
誓
約
し
た
「
請
文
」
を
提
出
し
た
（「
六
十
日
切
済
方
被
仰
付
候
ニ
付
、
御
請

文
差
上
候
」）
と
の
記
述
も
見
ら
れ
る
。『
摂
州
西
官
邸
裁
判
至
要
』
奇
之
部
十
一
「
公
事
留
帳
并
対
決
請
証
文
帳
之
事
」
に
、
原
告
被
告
の
対
決

後
、
判
決
（
日
限
済
方
」）
を
申
付
け
ら
れ
る
と
、「
日
限
受
証
文
」
を
作
成
し
原
告
被
告
が
押
印
し
た
（「
一
都
而
金
銀
出
入
対
決
之
上
、
負
銀

無
相
違
旨
相
答
候
得
者
、
銀
高
拾
貫
目
迄
者
六
十
日
切
、
拾
貫
目
よ
り
五
拾
貫
目
迄
者
百
五
十
日
切
、
五
拾
貫
目
以
上
者
三
百
六
拾
日
切
与
、

夫
々
日
切
済
方
申
付
、
右
訴
状
・
返
答
書
ハ
公
事
加
番
江
可
相
渡
間
、
公
事
番
惣
代
江
被
申
付
、
日
切
受
証
文
認
さ
せ
、
双
方
印
形
取
セ
可
被
申

候
、」）（
桑
田
優
「
摂
州
西
官
邸
裁
判
至
要
（
二
）（『
八
代
学
院
大
学
経
済
経
営
論
集
』
第
三
巻
第
一
号
、
昭
和
五
八
年
、
一
三
、
一
四
頁
）
と

あ
る
。『
目
安
帳
』
に
見
ら
れ
た
「
請
証
文
」
と
は
こ
の
「
日
切
受
証
文
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(

９)

神
保
・
註(

４)

引
用
論
文
一
一
九
、
一
二
〇
頁
。

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
九
四)

五



第
三
節

金
銀
出
入
の
終
了

一
『
目
安
帳
』
に
は
、
無
担
保
の
金
銭
債
権
を
め
ぐ
る
「
出
入
」、
す
な
わ
ち
金
銀
出
入
に
関
す
る
記
述
が
数
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
か
ら
「
出
入
」
の
終
了
に
関
す
る
記
述
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
若
干
例
示
す
る
。
ま
ず
初
め
は
売
掛
金
出
入
の
事
例
で
あ
る
。

【
史
料
１
】

「
辰
〔
天
保
一
五
年
〕
四
月
二
日
願

東

一
材
木
売
掛
出
入

長
浜
町

松
波
屋
平
橋
郎
代
判

与
兵
衛
家
守

願
人

明
石
屋
清
兵
衛

道
修
町
三
丁
目

相
手

吉
川
屋
吉
之
助

代
判
藤
兵
衛

但
、
売
掛
帳
面
ニ
ハ
吉
川
屋
吉

兵
衛
与
御
座
候
得
共
、
同
人
病

死
仕
、
跡
養
子
吉
之
助
相
続
仕
、

(

二
四
九
三)

立
命
館
法
学

二
〇
〇
九
年
五
・
六
号
（
三
二
七
・
三
二
八
号
）
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当
時
代
判
藤
兵
衛
仕
候
ニ
付
、

右
之
通
相
手
取
申
候
、

天
保
八
酉
年
正
月
よ
り
同
五
月
迄
売
掛
残
銀
壱
貫
七
百
五
拾
壱
匁
九
分
七
厘
滞

西
ニ
而
、

五
月
二
日

対
決
之
処
、
病
気
断
、

同

七
日

刻
限
切
御
断
、

同
十
三
日

対
決
之
上
、
六
十
日
切
被
仰
付
候
、

右
出
入
、
願
銀
高
之
内
へ
、
当
時
壱
貫
匁
相
渡
、
残
銀
新
證
文
ニ
相
成
、
出
入
相
済
、
同
八
月
二
八
日
、
済
口
断

(
)

」
10

右
は
、
一
八
四
四
年
（
天
保
一
五
年
（
弘
化
元
年
））
四
月
二
日
、
長
浜
町
の
明
石
屋
清
兵
衛
が
道
修
町
の
吉
川
屋
吉
之
助
を
相
手
ど

り
、
材
木
売
掛
金
の
支
払
を
求
め
て
大
坂
東
町
奉
行
へ
訴
え
出
た
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
年
五
月
一
三
日
、
月
が
か
わ
り
、

原
告
（
債
権
者
）、
被
告
（
債
務
者
）
は
西
町
奉
行
所
の
法
廷
で
「
対
決
」
し
、
奉
行
所
は
被
告
に
対
し
六
十
日
以
内
の
弁
済
を
命
じ
る

判
決
を
申
渡
し
た
。
こ
の
判
決
申
渡
の
の
ち
一
貫
文
が
弁
済
さ
れ
、
残
銀
に
つ
い
て
は
新
た
な
返
済
証
文
（「
新
證
文
」）
を
作
成
し
て
出

入
が
済
み
（「
出
入
相
済
」）、
同
年
八
月
二
八
日
、
奉
行
所
に
内
済
の
届
を
し
て
い
る
（「
済
口
断
」）。

次
に
、
預
ヶ
金
（
銀
）
出
入
の
事
例
を
掲
げ
る
。
預
ヶ
金
と
は
、
幕
府
法
上
は
無
利
子
で
金
銭
を
預
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
大
坂
で
は

利
子
付
き
の
借
銀
と
実
質
的
な
差
は
な
か
っ
た

(
)

。
預
ヶ
金
（
銀
）
は
大
坂
商
人
の
金
融
手
段
と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
た
。
こ
の
預
ヶ
金

11

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
九
二)

七



（
銀
）
の
返
済
を
求
め
る
「
出
入
」
が
預
ヶ
金
（
銀
）
出
入
で
あ
る
。

【
史
料
２
】

「
安
政
六
未
年
十
月
十
八
日
願
掛
ニ
御
願

西

預
金
出
入

木
挽
町
南
之
丁

美
濃
屋
庄
兵
衛
借
家

願
人

播
磨
屋
源
兵
衛

南
両
国
町
笠
村
屋
猶
吉

代
判
伊
兵
衛
借
屋

相
手

大
和
屋
長
兵
衛

右
相
手
之
者
よ
り
慥
成
證
文
取
之
、
去
ル
嘉
永
元
申
年
十
一
月
、
金
弐
両
弐
分
、
代
百
七
拾
匁
、
此
利
、
先
月
迄
弐
百
十
六
匁
、
元

利
都
合
三
百
七
拾
六
匁
相
滞
、
入
用
ニ
付
度
々
催
促
仕
候
得
共
、
埒
明
不
申
、
最
早
下
ニ
而
可
仕
様
無
御
座
、
乍
恐
奉
願
上
候
、

十
一
月
十
八
日

対東
決
之
上
、
六
十
日
切
済
方
被
仰
付
候
、

正
月

十
八
日

切
日
、

十
二
月

九
日

願東
銀
高
之
内
、
弐
百
六
拾
八
匁
受
取
、
残
銀
百
八
匁
、
新
證
文
ニ
改
、
出
入
相
済
候
、
出
入
相
済
候
事

(
)

」
12

(

二
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九
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右
は
、
一
八
五
四
年
（
安
政
元
年
）
十
月
十
八
日
、
木
挽
町
の
播
磨
屋
源
兵
衛
が
南
両
国
町
の
大
和
屋
長
兵
衛
を
相
手
ど
り
、
預
金
元

利
三
七
六
匁
の
返
済
を
求
め
て
大
坂
西
町
奉
行
所
に
訴
え
出
た
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
年
十
一
月
十
八
日
、
月
が
変
わ
り
、

原
告
、
被
告
は
東
町
奉
行
所
の
法
廷
で
「
対
決
」
し
、
奉
行
所
は
被
告
に
対
し
、
六
十
日
以
内
の
弁
済
（「
六
十
日
切
済
方
」）
を
命
じ
る

判
決
を
申
渡
し
た
。
翌
一
八
五
五
年
正
月
十
八
日
が
弁
済
期
限
（「
切
日
」）
で
あ
っ
た
が
、
期
限
が
到
来
し
て
も
弁
済
が
な
さ
れ
ず
、
同

年
十
二
月
九
日
に
よ
う
や
く
銀
二
六
八
匁
が
弁
済
さ
れ
、
残
銀
に
つ
い
て
は
新
た
な
返
済
証
文
を
作
成
し
て
（「
新
證
文
ニ
改
」）「
出
入
」

が
済
ん
だ
（「
出
入
相
済
」）。
新
た
な
返
済
証
文
を
作
成
し
て
「
出
入
」
が
済
む
と
い
う
こ
と
は
、【
史
料
１
】
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う

に
、
内
済
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

上
記
二
例
で
は
、
い
ず
れ
も
債
務
者
（
被
告
）
が
債
務
の
一
部
を
弁
済
し
、
残
り
の
債
務
に
つ
い
て
は
新
規
の
返
済
証
文
（「
新
證

文
」）
を
作
成
し
て
債
権
者
（
原
告
）
に
差
出
し
、「
出
入
」
が
済
ん
で
い
る
。
そ
の
証
文
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
な
の
か
は
明
示
さ

れ
て
い
な
い
。
出
世
証
文

(
)

の
よ
う
な
弁
済
条
件
の
な
い
証
文
な
の
か
、
弁
済
額
、
弁
済
期
限
、
弁
済
方
法
等
が
明
示
さ
れ
た
証
文
な
の
か

13

定
か
で
な
い
。『
目
安
帳
』
に
は
、
売
掛
金
出
入
で
、
原
告
・
被
告
の
「
対
決
」
後
、
債
務
者
が
債
務
の
一
部
を
弁
済
し
、
残
銀
に
つ
い

て
は
年
賦
証
文
を
作
成
し
て
訴
え
の
取
下
げ
を
届
け
出
た
（「
残
銀
四
百
七
十
八
匁
六
分
、
年
賦
證
文
ニ
相
成
、
願
下
ヶ
御
断
」）
事
例

(
)

や
、

14

預
ヶ
銀
出
入
で
、
弁
済
期
限
ま
で
に
弁
済
で
き
ず
、
奉
行
所
か
ら
債
務
者
に
対
す
る
病
気
見
分
が
申
付
け
ら
れ
た
事
例
で
、
そ
の
後
、
一

部
弁
済
し
、
残
銀
に
つ
い
て
は
十
ヶ
年
賦
証
文
を
作
成
し
て
「
出
入
」
が
済
ん
だ
（「
残
銀
拾
貫
五
百
五
拾
匁
、
十
ヶ
年
賦
證
文
仕
、
出

入
相
済
候
事
」）
と
い
う
事
例

(
)

が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
先
の
新
た
な
返
済
証
文
も
、
こ
の
よ
う
な
年
賦
返
済
を
約
束
す
る
証

15

文
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い

(
)

。
16

【
史
料
１
】【
史
料
２
】
の
事
例
で
は
、
い
ず
れ
も
判
決
で
申
渡
さ
れ
た
期
限
（「
切
日
」）
ま
で
に
弁
済
が
な
さ
れ
ず
、
判
決
に
従
っ

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
九
〇)

九



た
履
行
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
手
鎖
や
病
気
見
分
の
う
え
押
込
、
さ
ら
に
は
身
代
限
と
い
う
強
制
措
置
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。

奉
行
所
に
よ
る
強
制
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
当
事
者
の
間
で
債
務
の
履
行
に
つ
い
て
の
合
意
が
形
成
さ
れ
「
出
入
」
が
済
ん
で
い

る
。
当
事
者
は
交
渉
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
交
渉
の
結
果
が
、
履
行
に
つ
い
て
の
合
意
成
立
―
―
す
な
わ
ち
、
内
済
の
成
立
―
―
と

「
出
入
」
の
終
了
で
あ
っ
た
。
両
事
例
に
よ
れ
ば
、「
出
入
が
済
む
」（「
出
入
相
済
」）
と
は
、
履
行
に
つ
い
て
の
当
事
者
間
の
合
意
成
立

―
―
内
済
の
成
立
―
―
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

二

「
出
入
が
済
む
」
実
際
の
姿
は
多
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

出
訴
か
ら
一
ヵ
月
後
、
債
務
の
一
割
ほ
ど
が
弁
済
さ
れ
、
残
部

に
つ
い
て
は
新
た
な
返
済
証
文
を
作
成
し
て
「
出
入
」
が
済
ん
だ
（「
出
入
相
済
」）
事
例

(
)

も
見
ら
れ
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
法
廷
で
の

17

「
対
決
」
が
な
さ
れ
る
前
に
出
入
が
済
ん
で
い
る
。

法
廷
で
の
「
対
決
」
は
な
さ
れ
た
が
、
債
務
者
（
被
告
）
側
か
ら
「
日
延
」（
延

期
）
願
が
出
さ
れ
、
そ
の
後
、
債
務
の
半
分
ほ
ど
が
弁
済
さ
れ
、
残
部
は
「
用
捨
」
さ
れ
て
「
出
入
」
が
済
ん
だ
（「
出
入
相
済
」）
事
例

(
)18

も
見
ら
れ
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
法
廷
で
の
「
対
決
」
は
な
さ
れ
た
が
、
判
決
申
渡
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
判
決
申
渡
前
に
内
済
が
成
立

し
て
い
る
。

判
決
で
申
渡
さ
れ
た
弁
済
期
限
ま
で
の
間
に
、
残
債
務
の
八
割
ほ
ど
を
弁
済
し
、
残
り
を
「
用
捨
」
さ
れ
て
「
出
入
」

が
済
ん
だ
（「
出
入
相
済
」）
事
例

(
)

や
、

判
決
で
申
渡
さ
れ
た
弁
済
期
限
（「
切
日
」）
か
ら
一
ヵ
月
後
に
、
あ
る
い
は
七
カ
月
後
に
、

19

債
務
を
完
済
し
て
「
出
入
」
が
済
ん
だ
（「
皆
済
、
相
済
」）（「
皆
済
請
取
、
出
入
相
済
」）
事
例

(
)

、

判
決
で
申
渡
さ
れ
た
弁
済
期
限
か

20

ら
一
年
弱
経
過
後
に
債
務
額
の
四
分
の
三
を
弁
済
し
、
残
り
を
新
た
な
返
済
証
文
に
仕
立
て
て
「
出
入
」
が
済
ん
だ
（「
出
入
相
済
」）
事

例

(
)

も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

判
決
で
申
渡
さ
れ
た
期
限
内
に
弁
済
が
な
さ
れ
ず
、
債
務
者
を
押
込
と
す
る
た
め
の
手
続
で
あ
る
病
気
見

21分
を
、
債
権
者
が
奉
行
所
よ
り
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
そ
の
後
、
押
込
に
ま
で
事
態
が
進
む
前
に
債
務
の
一
部
が
弁
済
さ
れ
、
残
り
に
つ
い
て

は
新
た
な
返
済
証
文
を
作
成
し
て
「
出
入
」
が
済
ん
だ
（「
出
入
相
済
」）
事
例

(
)

、

債
務
者
が
、
判
決
で
申
渡
さ
れ
た
期
限
内
に
弁
済

22
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で
き
ず
、
病
気
見
分
の
う
え
押
込
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
の
ち
、
債
務
の
六
％
ほ
ど
を
弁
済
し
、
残
り
の
半
分
強
を
新
た
な
返
済
証
文
に
仕

立
て
、
半
分
弱
を
「
用
捨
」
さ
れ
て
「
出
入
」
が
済
ん
だ
（「
出
入
相
済
」）
事
例

(
)

、

債
務
者
が
、
判
決
で
申
渡
さ
れ
た
期
限
内
に
弁

23

済
で
き
ず
、
奉
行
所
か
ら
手
鎖
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
そ
の
四
日
後
に
債
務
の
四
分
の
一
弱
を
弁
済
し
、
残
り
を
「
用
捨
」
さ
れ
て
「
出

入
」
が
済
ん
だ
（「
出
入
相
済
」）
事
例

(
)

な
ど
も
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、

債
務
者
が
押
込
を
申
付
け
ら
れ
て
も
弁
済
で
き
ず
、
身
代

24

限
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
親
類
が
債
務
の
約
四
割
を
弁
済
し
、
残
り
約
六
割
を
「
用
捨
」
さ
れ
て
「
出
入
」
が
済
ん
だ
（「
出
入
相
済
」）
事

例

(
)

、

奉
行
所
か
ら
身
代
限
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
財
産
取
渡
中
に
、「
取
渡
し
行
届
き
か
ね
候
ニ
付
」
と
い
う
理
由
で
「
日
延
」（
延
期
）

25と
な
り
、
一
ヵ
月
後
に
「
出
入
」
が
済
ん
だ
（「
出
入
相
済
」）
事
例

(
)

も
見
ら
れ
る
。

26

以
上
か
ら
、

債
務
の
完
済
、

債
務
の
一
部
弁
済
、
残
り
は
免
除
、

債
務
の
一
部
弁
済
、
残
り
は
新
た
な
返
済
証
文
作
成
、

債
務
の
一
部
弁
済
、
一
部
免
除
、
残
り
は
新
た
な
返
済
証
文
作
成
等
々
、
多
様
な
形
で
「
出
入
」
が
済
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る

(
)

。
27

こ
の
う
ち
、

は
今
後
の
履
行
に
つ
い
て
の
合
意
成
立
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、

は
既
に
履
行
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
、

は
既

に
履
行
が
な
さ
れ
た
こ
と
と
債
権
者
が
請
求
権
を
放
棄
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
節
一
で
は
、【
史
料
１
】【
史
料
２
】
か
ら
、「
出
入
」

が
済
む
と
は
、
履
行
に
つ
い
て
の
当
事
者
間
の
合
意
成
立
―
―
内
済
の
成
立
―
―
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
述
べ
た
。【
史
料
１
】【
史
料

２
】
の
事
例
は
い
ず
れ
も
右
の(

ハ)

に
該
当
す
る
事
例
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
導
き
出
し
た
。
い
ま
、「
出
入
」
が

済
む
形
態
と
し
て
の

全
体
を
視
野
に
入
れ
る
と
、「
出
入
」
が
済
む
と
は
、
今
後
の
債
務
の
履
行
に
関
し
て
何
か
が
合
意
さ
れ

た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
こ
と
を
含
め
て
、
こ
れ
以
上
争
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
―
―
あ
る
い
は
争
い
を
終
え
る
こ
と
に
つ
い
て
―
―
当

事
者
間
で
合
意
さ
れ
た
と
見
る
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
第
一
点
目
は
、「
出
入
」
が
済
ん
だ
事
例
の
な
か
に
、
債
務
の
一
部
―
―
と
き
に
は
か

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
八
八)

一
一



な
り
の
割
合
の
部
分
―
―
に
つ
い
て
、
新
た
な
返
済
証
文
を
作
成
し
、
実
質
的
に
債
務
の
支
払
を
猶
予
（
延
期
）
す
る
こ
と
を
認
め
た
り
、

あ
る
い
は
債
務
の
一
定
部
分
を
免
除
し
た
り
す
る
事
例
が
『
目
安
帳
』
の
中
に
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
債
務
者
の
負
担
を
軽
減

す
る
こ
と
に
よ
り
債
務
者
の
事
業
再
生
を
容
易
に
し
て
、
債
権
の
回
収
を
は
か
ろ
う
と
す
る
民
事
再
生
法
的
な
発
想
を
そ
こ
に
見
て
と
る

こ
と
が
で
き
よ
う

(
)

。
大
坂
法
の
も
と
で
は
、
判
決
で
申
渡
さ
れ
た
弁
済
期
限
ま
で
に
弁
済
し
な
い
債
務
者
に
対
し
、
た
だ
ち
に
手
鎖
、
押

28

込
そ
し
て
身
代
限
を
申
付
け
る
、
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
弁
済
が
な
さ
れ
ぬ
場
合
、
当
事
者
間
で
話
合

い
・
交
渉
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
一
定
の
合
意
に
達
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る

(
)

。
29

弁
済
を
め
ぐ
る
当
事
者
の
話
合
い
・
交
渉
に
よ
り
合
意
形
成
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
当
事
者
の
得
心
（
納
得
）
が
必
要
で
あ
る
。
と

り
わ
け
弁
済
義
務
を
負
う
債
務
者
の
得
心
が
あ
っ
て
始
め
て
、
合
意
す
な
わ
ち
内
済
は
意
味
を
も
っ
た
。
奉
行
所
も
当
事
者
の
内
済
を
聞

届
け
る
さ
い
に
そ
こ
の
と
に
留
意
し
た
。『

大
坂
御
仕
置
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

書聞

【
史
料
３
】

「
一
日
切
手
形
申
付
置
候
内
、
又
は
過
怠
之
手
鎖
懸
置
候
内
、
双
方
対
談
之
上
、
当
分
何
程
ニ
て
も
銀
子
請
取
、
残
額
追
て
相
済
候
筈

の
証
文
取
之
、
負
方
得
心
ニ
て
相
済
候
由
申
来
候
ハ
ば
、
聞
届
ケ
、
重
て
右
之
残
銀
滞
、
彼
証
文
を
以
訴
出
候
時
は
、
定
式
之
通

可
申
付
候
事

(
)

」
30

右
の
史
料
か
ら
、
債
務
者
に
「
日
切
手
形
」（
期
限
内
弁
済
証
文
）
を
申
付
け
お
い
た
間
に
、
ま
た
は
債
務
者
に
「
過
怠
の
手
鎖
」（
期

限
内
弁
済
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
る
手
鎖
）
を
掛
け
置
い
た
間
に
、
当
事
者
双
方
が
「
対
談
」
の
う
え
、
差
当
り
如
何
ほ
ど
で
も
債
権
者
が

(

二
四
八
七)

立
命
館
法
学

二
〇
〇
九
年
五
・
六
号
（
三
二
七
・
三
二
八
号
）

一
二



銀
子
を
受
取
り
、
残
額
は
追
っ
て
弁
済
す
る
旨
の
証
文
を
債
権
者
が
債
務
者
か
ら
取
り
、
債
務
者
（「
負
方
」）
も
納
得
の
う
え
（「
得
心

ニ
て
」）「
出
入
」
が
済
ん
だ
由
、
当
事
者
が
申
し
出
て
来
た
な
ら
ば
、
奉
行
所
が
そ
れ
を
聞
届
け
た
こ
と
が
分
か
る

(
)

。
奉
行
所
が
、
新
た

31

な
返
済
証
文
に
対
す
る
債
務
者
の
得
心
に
留
意
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
弁
済
義
務
を
負
う
債
務
者
の
納
得
を
得
る
こ
と
が
、
内
済

を
有
効
な
も
の
に
す
る
た
め
の
重
要
な
要
素
と
奉
行
所
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

注
目
す
べ
き
第
二
点
目
は
、「
出
入
」
が
済
ん
だ
時
点
で
あ
る
。
本
節
二
で
「
出
入
」
が
済
む
事
例
を
十
例
ほ
ど
示
し
た
が
、
そ
れ
ら

を
概
観
す
る
と
、

出
訴
後
判
決
申
渡
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
、

判
決
申
渡
が
な
さ
れ
て
か
ら
弁
済
期
限
が
到
来
す
る
ま
で
の
間
、

弁
済
期
限
が
到
来
し
て
か
ら
強
制
執
行
（「
身
代
限
」）
を
申
渡
さ
れ
る
ま
で
の
間
、

強
制
執
行
を
申
渡
さ
れ
た
の
ち
の
、
い
か
な

る
時
点
に
お
い
て
も
、
当
事
者
の
合
意
形
成
（
内
済
）
に
も
と
づ
き
「
出
入
」
が
済
ん
だ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
奉
行
所
に
訴
え
の
提

起
が
な
さ
れ
た
の
ち
、
当
事
者
の
意
思
で
い
つ
で
も
「
出
入
」
は
済
ん
だ
の
で
あ
る

(
)

。
そ
し
て
、
そ
の
時
点
で
当
事
者
は
争
う
こ
と
を
止

32

め
て
い
る
。「
出
入
が
済
む
」（「
出
入
相
済
」）
と
は
、
提
訴
以
後
ど
の
時
点
で
あ
れ
、
当
事
者
が
そ
れ
以
上
争
わ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
っ

た
。註

(
)

道
修
町
『
目
安
帳
』
天
保
一
五
年
四
月
二
日
願
の
条
。
な
お
、「

」
は
「
よ
り
」
に
な
お
し
た
。
以
下
、
同
じ
。

10

(
)

石
井
良
助
『
近
世
取
引
法
史
』（
創
文
社
、
昭
和
五
七
年
）
一
三
二
、
一
三
四
頁
。

11

(
)

木
挽
町
『
目
安
帳
』
安
政
六
年
十
月
十
八
日
願
の
条
。

12

(
)

出
世
証
文
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
、
中
田
・
註(

)

引
用
書
一
一
三
、
一
一
四
頁
、
金
田
平
一
郎
「
古
判
例
研
究
―
―
判
例
を
中
心
と
せ
る
古

13

16

法
制
雑
考
（
そ
の
一
）
―
―
」（「
法
政
研
究
」
第
三
巻
第
一
号
、
一
九
三
二
年
）
一
六
〜
三
三
頁
、
小
早
川
欣
吾
「
近
世
に
於
け
る
身
代
限
り
及

分
散
続
考
（
三
・
完
）」（『
法
学
論
叢
』
第
四
四
巻
第
四
号
、
一
九
四
一
年
）
六
三
七
、
六
三
八
頁
、
春
原
源
太
郎
『
大
阪
の
町
奉
行
所
と
裁
判
』

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
八
六)

一
三



（
冨
山
房
、
一
九
六
二
年
）
一
八
九
〜
一
九
一
頁
、
が
あ
る
。
最
新
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
宇
佐
美
英
機
『
近
世
京
都
の
金
銀
出
入
と
社
会
慣
習
』

（
清
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
第
三
部
第
二
章
「
京
都
の
『
出
世
証
文
』」
な
ら
び
に
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
諸
文
献
を
参
照
。

(
)

同
安
政
二
年
十
二
月
十
八
日
願
の
条
。

14

(
)

同
慶
応
二
年
十
一
月
五
日
願
の
条
。

15

(
)

中
田
薫
『
徳
川
時
代
の
文
学
に
見
え
た
る
私
法
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）（
初
め
は
、
中
田
薫
編
『
宮
崎
教
授
在
職
廿
五
年
記
念
論
文

16
集
』（
有
斐
閣
書
房
、
一
九
一
四
年
）
に
収
録
）
十
四
「
分
散
」
の
項
に
、
債
務
者
が
債
権
者
に
差
出
す
年
賦
証
文
の
見
本
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

（
一
二
〇
、
一
二
一
頁
）。
な
お
、
江
戸
法
で
も
、
借
金
銀
出
入
で
債
務
者
が
返
済
が
で
き
な
い
場
合
、
年
賦
証
文
に
書
き
替
え
さ
せ
た
よ
う
で
あ

る
。
旧
事
諮
問
会
編
・
進
士
慶
幹
校
注
『
旧
事
諮
問
録
―
―
江
戸
幕
府
役
人
の
証
言
―
―
』（
上
）（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）
に
「
昔
は
身
代

限
り
を
さ
せ
な
い
の
で
、
貸
金
出
入
を
願
え
ば
勧
解
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
困
窮
の
者
な
れ
ば
、
あ
る
い
は
年
賦
と
か
何
と
か
に
さ
せ
て
し
ま
っ

て
、
容
易
に
身
代
限
り
に
さ
せ
な
い
。」（
一
一
七
頁
）
と
あ
る
。

(
)

木
挽
町
『
目
安
帳
』
安
政
六
年
十
月
五
日
願
の
条
。

17

(
)

道
修
町
『
目
安
帳
』
弘
化
四
年
三
月
二
一
日
願
の
条
。

18

(
)

同
弘
化
四
年
七
月
一
八
日
願
の
条
。

19

(
)

木
挽
町
『
目
安
帳
』
文
久
二
年
五
月
十
三
日
願
の
条
、
安
政
三
年
十
二
月
八
日
願
の
条
。

20

(
)

同
安
政
六
年
十
月
十
八
日
願
の
条
。

21

(
)

同
安
政
六
年
二
月
七
日
願
の
条
。

22

(
)

道
修
町
『
目
安
帳
』
安
政
五
年
七
月
十
三
日
願
の
条
。

23

(
)

同
安
政
五
年
十
二
月
七
日
願
の
条
。

24

(
)

同
弘
化
三
年
一
月
二
一
日
願
の
条
。

25

(

木
挽
町
『
目
安
帳
』
嘉
永
六
年
五
月
十
八
日
願
の
条
。

26

(
)

身
代
限
に
よ
る
債
務
の
完
済
も
「
出
入
相
済
」
の
一
形
態
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
目
安
帳
』
に
は
実
例
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
本
文
中
の

の

27

(

二
四
八
五)

立
命
館
法
学

二
〇
〇
九
年
五
・
六
号
（
三
二
七
・
三
二
八
号
）

一
四



例
（
十
一
頁
）
が
そ
れ
に
該
当
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
と
も
断
定
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
推
定
に
と
ど
め
た
い
。

(
)

あ
る
い
は
、
あ
こ
ぎ
な
債
権
回
収
は
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
当
時
の
道
徳
観
念
（
小
泉
永
吉
『
庄
屋
心
得
書
親
子
茶
呑
話
』（
岩
田
書
院
、

28
二
〇
〇
八
年
）
第
二
三
章
「
訴
訟
致
心
得
之
事
」（
二
六
六
、
二
六
七
、
三
六
五
頁
）
参
照
）
も
何
が
し
か
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、
身
代
の
潰
れ
た
債
務
者
に
対
す
る
債
権
者
の
「
温
情
」
的
債
務
処
理
に
つ
い
て
は
、
藤
原
明
久
「
元
禄
期
岡
山
藩
の
支
配
違
金
銀
出
入
に

関
す
る
一
考
察
」（
藩
法
研
究
会
編
『
大
名
権
力
の
法
と
裁
判
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
九
三
〜
二
九
五
頁
）
を
も
参
照
。

(
)

も
ち
ろ
ん
、
話
合
い
・
交
渉
を
重
ね
て
も
弁
済
に
向
け
た
合
意
形
成
の
見
込
が
な
い
と
き
は
、
奉
行
所
の
強
制
措
置
に
頼
る
こ
と
に
な
る
。
そ

29
の
場
合
は
、
期
限
到
来
と
と
も
に
次
の
手
続
に
移
る
こ
と
に
な
る
。

(
)

石
井
・
註
（

）
引
用
書
一
三
一
頁
所
掲
史
料
。

30

11

(
)

石
井
良
助
氏
は
、
本
史
料
に
つ
い
て
「
債
務
者
が
得
心
の
上
で
、
こ
れ
だ
け
弁
済
が
す
ん
だ
と
届
け
て
く
れ
ば
、
そ
れ
を
聞
届
け
」
と
い
う
解

31
釈
を
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。

(
)

当
事
者
の
意
思
で
「
出
入
」
が
済
ん
だ
こ
と
は
、『
百
ヶ
條
調
書
』
巻
三
六
に
、
奉
行
所
役
人
が
内
済
を
聞
届
け
る
さ
い
の
心
得
と
し
て
、「
其

32
方
ど
も
出
入
相
済
候
哉
之
段
尋
、
相
済
候
段
答
候
ハ
ヽ
、
済
口
何
之
類
歟
ト
尋
、
廻
テ
済
口
上
ヶ
へ
」（
布
施
弥
平
次
編
『
百
箇
條
調
書
』
第
七

巻
、
二
四
七
三
頁
）、
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
。「
出
入
」
は
「
其
方
ど
も
」
が
済
ま
せ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
節

有
物
出
入
の
終
了

一

有
物
出
入
と
は
、
物
の
返
還
・
引
渡
を
求
め
る
「
出
入
」、
あ
る
い
は
担
保
物
の
引
渡
を
伴
な
う
「
出
入
」
の
こ
と
を
い
う

(
)

。
家

33

質
銀
出
入
、
質
地
出
入
、
家
明
出
入
、
地
明
出
入
、
貸
物
出
入
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
有
物
出
入
の
終
了
を
見
て
み
る
こ
と
に
す

る
。
次
の
【
史
料
４
】
の
事
例
は
家
質
銀
出
入
の
事
例
で
あ
る
。
家
質
と
は
、
債
務
者
が
自
己
の
家
屋
敷
を
質
に
入
れ
、
有
利
子
で
債
権

者
か
ら
金
銀
を
借
り
る
も
の
で
あ
り
、
低
利
で
確
実
な
金
融
手
段
と
し
て
大
い
に
利
用
さ
れ
た

(
)

。
34

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
八
四)

一
五



【
史
料
４
】

「
辰
〔
弘
化
元
年
〕
十
二
月
十
三
日
願

東

一
家
質
銀
出
入

道
修
町
三
丁
目

願
人

小

西

季

助

西
本
願
寺
下
道
場

出
口
町

相
手

蓮

生

寺

并
五

人

組

年

寄

天
保
七
申
年
十
二
月
、
銀
弐
拾
参
貫
匁
、
家
質
、

東
ニ
而

正
月
廿
五
日

対
決
之
上
、
百
五
十
日
切
被
仰
付
候
、

巳
七
月
三
日

切
日
御
断
申
上
候
処
、
早
々
家
屋
敷
相
渡
候
旨
、
被
仰
付
候
、

七
月
廿
五
日

追
訴

初

八
月
十
六
日

同

弐

九
月

五
日

同

三

(

二
四
八
三)

立
命
館
法
学

二
〇
〇
九
年
五
・
六
号
（
三
二
七
・
三
二
八
号
）
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六



同

廿
五
日

同

四

十
月
十
五
日

同

五

十
一
月
五
日

同

六

右
出
入
相
対
之
上
、
今
暫
家
質
置
居
ニ
致
遣
候
約
定
ニ
相
成
、
出
入
相
済
、
巳
十
二
月
四
日
、
済
口
断

(
)

」
35

右
【
史
料
４
】
に
よ
れ
ば
、
一
八
四
四
年
（
弘
化
元
年
）
十
二
月
十
三
日
、
道
修
町
の
小
西
季
助
が
西
本
願
寺
下
道
場
出
口
町
の
蓮
生

寺
な
ら
び
に
五
人
組
、
年
寄
を
相
手
ど
り
、
家
質
銀
の
返
済
を
求
め
て
大
坂
東
町
奉
行
所
に
訴
え
出
た
。
翌
一
八
四
六
年
正
月
二
五
日
、

対
決
の
上
一
五
〇
日
以
内
の
弁
済
を
債
務
者
（
被
告
）
に
命
ず
る
判
決
が
申
渡
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
年
七
月
三
日
、
期
限
が
来
た
が
弁

済
が
済
ま
な
い
旨
、
当
事
者
が
申
立
て
て
き
た
（「
切
日
御
断
申
上
候
」）
の
で
、
奉
行
所
は
、
債
務
者
に
対
し
、
早
々
家
屋
敷
を
引
渡
す

よ
う
に
と
命
じ
た
。
し
か
し
、
債
務
者
側
が
引
渡
を
し
な
い
た
め
、
債
権
者
は
引
渡
を
求
め
て
追
訴
を
く
り
返
し
、
六
度
ま
で
奉
行
所
に

追
訴
し
た
。
そ
の
後
、
当
事
者
間
で
の
話
合
い
・
交
渉
の
結
果
、
今
し
ば
ら
く
家
質
は
据
置
に
す
る
旨
の
契
約
が
結
ば
れ
、「
出
入
」
が

済
ん
で
（「
出
入
相
済
」）、
同
年
十
二
月
四
日
、
奉
行
所
に
内
済
の
届
（「
済
口
断
」）
を
し
て
い
る
。

一
八
四
二
年
（
天
保
一
三
年
）
九
月
二
五
日
提
訴
の
家
質
銀
出
入

(
)

で
は
、
判
決
申
渡
し
後
、
判
決
に
従
っ
た
履
行
が
な
さ
れ
な
か
っ
た

36

た
め
、
債
権
者
は
、
翌
一
八
四
三
年
七
月
八
日
、
奉
行
所
に
「
出
入
不
相
済
」
旨
の
届
け
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
同
年
八
月
三
日
か
ら
十

月
五
日
ま
で
追
訴
を
く
り
返
し
、
六
度
ま
で
奉
行
所
に
追
訴
し
た
。
そ
し
て
、
当
事
者
間
で
交
渉
の
結
果
、
債
務
総
額
銀
二
六
貫
九
九
〇

匁
六
分
の
う
ち
、
二
貫
二
〇
匁
を
そ
の
時
点
で
債
権
者
に
支
払
い
、
二
四
〇
匁
六
分
を
十
二
月
に
支
払
い
、
一
貫
七
五
〇
匁
は
「
新
証

文
」
を
作
成
し
、
残
り
二
三
貫
匁
は
家
質
と
し
て
据
置
く
こ
と
で
「
対
談
」
が
行
届
き
、
同
年
十
一
月
八
日
、
奉
行
所
に
内
済
の
届
を
し

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
八
二)

一
七



た
（「
済
口
断
」）。「
出
入
」
が
済
ん
だ
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う

(
)

。
一
八
四
五
年
（
弘
化
二
年
）
十
一
月
十
八
日
出
訴
の
家
質
銀
出
入

(
)

で
は
、

37

38

判
決
申
渡
し
後
、
判
決
に
従
っ
た
履
行
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
債
権
者
は
七
度
奉
行
所
に
追
訴
し
た
。
七
度
目
の
追
訴
が
な
さ
れ
る

と
債
務
者
は
奉
行
所
に
呼
出
さ
れ
、「
厳き
び

敷し
く

仰
せ
渡
さ
れ
」、
家
屋
敷
は
た
だ
ち
に
「
帳
切
」（
名
儀
書
替
）
を
し
て
債
権
者
が
受
取
り
、

「
出
入
」
が
済
ん
で
い
る
（「
出
入
相
済
」）。
名
儀
書
替
、
引
渡
が
な
さ
れ
て
「
出
入
」
が
済
ん
で
お
り
、
当
事
者
が
そ
れ
以
上
争
わ
な
く

な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
が
つ
こ
う
。
一
八
四
六
年
（
弘
化
三
年
）
二
月
七
日
出
訴
の
家
質
銀
出
入

(
)

で
は
、
法
廷
で
の
「
対

39

決
」
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
当
日
、
当
事
者
の
遅
参
（「
刻
限
切
」）
の
た
め
流
れ
、
そ
の
後
、「
対
決
」
が
な
さ
れ
ぬ
ま
ま
三
月
十
三

日
、
債
務
者
が
家
屋
敷
を
引
渡
し
て
「
出
入
」
が
済
み
、
債
権
者
よ
り
奉
行
所
に
願
出
て
訴
え
は
願
下
げ
と
な
っ
た

(
)

。
40

二

次
の
【
史
料
５
】
の
事
例
は
、
預
け
物
の
引
渡
を
求
め
る
「
出
入
」
で
あ
る
。
一
八
五
四
年
（
安
政
元
年
）
八
月
二
七
日
、
道
修

町
の
近
江
屋
宗
八
が
堺
の
酢
屋
利
助
を
相
手
ど
り
、
預
け
薬
種
の
引
渡
を
求
め
て
大
坂
東
町
奉
行
所
に
訴
え
出
た
。
少
し
長
文
に
わ
た
る

が
煩
を
い
と
わ
ず
全
文
を
引
用
す
る
。

【
史
料
５
】

「
寅
〔
安
政
元
年
〕
八
月
廿
七
日
願

東

一
預
ヶ
薬
種
不
渡
出
入

道
修
町
三
丁
目

願
人

近
江
屋

宗
八

(

二
四
八
一)

立
命
館
法
学

二
〇
〇
九
年
五
・
六
号
（
三
二
七
・
三
二
八
号
）

一
八



但
、
堺
御
奉
行
様

堺
宿
屋
町
酢
屋
と
き

御
参
府
中
ニ
付
、
当
地

代
判
半
兵
衛
か
し
屋

相
手

酢

屋

利

助

御
番
所
様
へ
奉
願
上
候
、

一
私
義
、
薬
種
仲
買
渡
世
之
者
ニ
而
、
相
手
利
助
義
も
、
薬
種
渡
世
之
者
ニ
御
座
候
処
、
当
寅
七
月
阿
仙
薬
四
櫃
買
取
、
同
十
三
日
、

右
荷
物
可
請
取
処
、
及
暮
ニ
人
馬
差
支
候
ニ
付
、
同
十
八
日
可
請
取
、
相
対
ニ
而
慥
成
預
り
書
取
置
、
其
後
度
々
催
促
仕
候
得
共
、

相
渡
不
申
、
最
早
下
ニ
而
可
仕
様
無
御
座
、
乍
恐
奉
願
上
候
、
何
卒
右
相
手
御
召
被

成
下
、
右
品
々
早
々
相
渡
呉
候
様
、
被

仰
付
被
下
候
て
広
大
之
御
慈
悲
難
有
奉
存
候
、

乍
恐
口
上

一
堺
宿
屋
町
酢
屋
と
き
代
判
半
兵
衛
借
家
酢
屋
利
助
相
手
取
、
預
ヶ
薬
種
不
渡
出
入
、
当
月
廿
七
日
私
よ
り
奉
願
上
候
処
、
右
品
代

銀
請
取
書
之
義
、
御
尋
ニ
付
、
乍
恐
左
ニ
奉
申
上
候
、

此
義
、
右
壱
万
五
百
斤
物
阿
仙
薬
四
櫃
、
最
初
右
利
助
よ
り
買
取
候
品
ニ
而
ハ
無
御
座
、
同
所
新
在
家
町
酢
屋
久
右
衛
門
代
判
佐

一
郎
方
ニ
而
買
附
置
候
処
、
尚
又
同
人
へ
私
よ
り
売
渡
候
荷
物
有
之
、
当
七
月
節
季
ニ
至
、
売
荷
物
私
方
よ
り
相
渡
、
差
引
仕
、

過
上
銀
私
へ
請
取
、
右
阿
仙
薬
之
義
者
、
久
右
衛
門
よ
り
利
助
方
ニ
而
可
受
取
荷
物
、
私
へ
振
り
廻
り
ニ
相
成
候
ニ
付
、
利
助
よ

り
私
へ
受
取
候
処
、
当
七
月
十
三
日
及
暮
差
支
候
ニ
付
、
相
対
之
上
預
り
書
取
置
候
義
ニ
付
、
右
代
銀
請
取
書
者
私
方
ニ
無
御
座

候
、
尤
、
此
代
銀
者
、
久
右
衛
門
よ
り
利
助
江
薬
種
売
買
差
引
ニ
而
、
右
代
銀
相
済
御
座
候
ニ
付
、
乍
恐
此
段
書
附
を
以
手
続
奉

申
上
候
、
以
上
、

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
八
〇)

一
九



道
修
町
三
丁
目

嘉
永
七
寅
年
八
月
晦
日

近
江
屋

宗
八

御

東
目
安
方

黒
崎
様

西
ニ
而
、

右
九
月
七
日
、
対
決
之
処
、
病
気
断
、

同

十
三
日
、
対
決
之
処
、
刻
限
切
断
、

同

十
八
日
、
対
決
之
処
、
相
手
方
刻
限
切
い
た
し
候
ニ
付
、
東
目
安
方
御
役
所
へ
明
日
罷
出
候
様
、
西
ニ
而
被
仰
付
候
、

同

十
九
日
、
東
目
安
方
へ
罷
出
候
処
、
御
出
勤
無
之
、
御
当
番
所
よ
り
追
而
御
沙
汰
之
旨
被
仰
渡
候
、

同
十
月
十
日
、
御
召
出
之
上
、
双
方
御
糺
ニ
相
成
候
処
、
相
手
方
代
人
之
者
、
罷
出
候
途
中
ニ
而
足
痛
仕
、
刻
限
延
引
仕
候
、
尤
、

等
閑
之
心
得
ニ
而
延
引
仕
義
ニ
而
ハ
無
御
座
候
趣
、
御
詫
書
差
上
候
処
、
来
ル
十
三
日
、
無
相
違
対
決
可
仕
旨
被
仰
付
候
、

同
十
月
十
三
日
、
東
様
ニ
而
対
決
、
返
答
書
之
趣
を
以
御
糺
ニ
相
成
、
堺
酢
屋
久
右
衛
門
御
召
ニ
成
候
趣
、
御
吟
味
方
萩
野
左
弥

太
様
ニ
而
、
明
後
十
五
日
罷
出
候
様
被
仰
付
、

同

十
五
日
、
久
右
衛
門
病
気
ニ
而
得
罷
出
不
申
、
翌
十
六
日
迄
御
日
延
奉
願
上
候
、

同
十
六
日
、
御
出
勤
無
之
候
、

同
十
七
日
、
久
右
衛
門
御
理
解
之
上
、
相
手
方
よ
り
、
来
ル
廿
日
迄
御
日
延
奉
願
上
候
、

同
廿
一
日
よ
り
猶
又
同
廿
五
日
迄
御
日
延
奉
願
上
候
、

(

二
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七
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命
館
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八
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〇



同
廿
六
日
よ
り
同
十
一
月
朔
日
迄
日
延
、

同
十
一
月
三
日
よ
り
同
七
日
迄
御
日
延
、

同
月
八
日
よ
り
同
十
二
日
迄
御
日
延
、

同
月
十
三
日
よ
り
同
十
五
日
迄
御
出
勤
無
之
、

同
月
十
六
日
よ
り
同
十
八
日
迄
御
日
延
、

同
月
十
九
日
よ
り
同
廿
四
日
迄
毎
日
出
、

同
月
廿
五
日
よ
り
同
廿
九
日
迄
御
日
延
、

十
二
月
朔
日
よ
り
同
五
日
迄
御
日
延
、

同
六
日
御
出
勤
無
之
、
翌
日
同
断
、

同
八
日
、
双
方
罷
出
、
出
入
不
相
済
趣
申
上
候
処
、
双
方
共
書
付
差
上
候
様
被
仰
付
、
則
、
書
付
を
以
手
続
申
上
候
処
、
追
而
御

沙
汰
之
旨
被
仰
渡
候
、

卯
七
月
廿
三
日
よ
り
宗
八
義
、
東
唐
物
方
御
掛
ニ
而
、
他
参
留
被
仰
付
有
之
候
ニ
付
、
卯
八
月
十
八
日
、
其
段
御
断
奉
申
上
候
、

尤
、
書
付
控
書
上
帳
ニ
有
之
候
、

右
出
入
、
卯
八
月
廿
日
頃
、
東
目
安
方
寺
西
幾
四
郎
様
よ
り
双
方
御
召
出
之
上
、
成
行
御
調
ニ
而
、
其
後
堺
御
用
達
亀
屋
喜
右
衛

門
へ
取

被
仰
付
、
同
人
よ
り
双
方
江
対
談
い
た
し
呉
、
右
願
之
阿
仙
薬
四
櫃
之
内
三
櫃
、
安
政
三
辰
年
二
月
受
取
、
残
壱
櫃
者
、

同
七
月
十
四
ニ
請
取
候
約
定
ニ
而
、
預
り
書
取
之
、
無
申
分
出
入
相
済
、
早
速
済
口
御
断
奉
申
上
候
処
、
右
請
取
候
三
櫃
共
欠
目

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
七
八)

二
一



有
之
候
ニ
付
、
此
掛
ヶ
合
中
及
延
引
、
漸
々
双
方
行
届
、
同
五
月
十
一
日
済
口
御
断
奉
申
上
候
処
、
御
聞
被
為

成
下
、
御
吟
味

方
御
役
所
様
ニ
而
御
請
証
文
奉
差
上
候
事
、

乍
恐
済
口
御
断

一
堺
宿
屋
町
酢
屋
と
き
代
判
半
兵
衛
借
家
酢
屋
利
助
相
手
取
、
預
薬
種
不
渡
出
入
、
一
昨
寅
八
月
廿
七
日
私
よ
り
奉
願
上
、
同
十
月

十
三
日
対
決
、
相
手
方
返
答
之
趣
を
以
御
糺
ニ
相
成
候
手
続
ニ
而
、
同
所
新
在
家
町
酢
屋
久
右
衛
門
代
判
佐
一
郎
御
召
出
ニ
相
成

候
処
、
下
ニ
而
対
談
仕
度
趣
ニ
而
、
追
々
御
日
延
奉
願
上
候
処
、
右
代
銀
私
よ
り
相
渡
御
座
候
得
共
、
佐
一
郎
義
、
彼
是
申
立
ニ

付
、
追
々
延
引
仕
候
段
、
奉
恐
入
候
、
然
ル
処
、
相
手
利
助
義
難
渋
之
趣
申
立
ニ
付
、
右
奉
願
上
候
預
菜
種
阿
仙
薬
四
櫃
之
内
、

当
時
三
櫃
請
取
、
残
壱
櫃
者
来
ル
七
月
四
日
迄
相
対
ニ
仕
、
則
預
り
書
取
之
、
双
方
無
申
分
、
本
日
出
入
相
済
申
候
、
全
御
威
光

故
之
義
与
難
有
、
依
之
、
右
出
入
済
口
御
断
奉
申
上
候
、
乍
恐
何
卒
右
御
聞
届
被
為

成
下
候
様
奉
願
上
候
、
已
上
、

安
成
三
辰
年
五
月
十
一
日

相
手
願
人

双
方
付
添

御
東

(
)

」
41

右
事
例
は
、
道
修
町
の
近
江
屋
宗
八
が
堺
の
酢
屋
利
助
に
預
け
置
い
た
薬
種
の
引
渡
を
求
め
る
「
出
入
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
事
実
関

係
は
若
干
錯
綜
し
て
い
た
。
宗
八
が
薬
種
を
買
附
け
た
の
は
堺
新
在
家
町
の
酢
屋
久
右
衛
門
代
判
佐
一
郎
か
ら
で
あ
っ
た
。
代
金
は
宗
八

か
ら
久
右
衛
門
へ
の
売
荷
代
金
と
の
間
で
相
殺
さ
れ
て
い
た
。
宗
八
は
、
久
右
衛
門
が
取
引
先
の
利
助
よ
り
受
取
る
予
定
に
な
っ
て
い
た

(

二
四
七
七)

立
命
館
法
学

二
〇
〇
九
年
五
・
六
号
（
三
二
七
・
三
二
八
号
）

二
二



薬
種
を
自
分
の
方
に
廻
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
、
一
八
五
四
年
（
嘉
永
七
年
）
七
月
十
三
日
、
利
助
よ
り
受
領
せ
ん
と
し
た
が
、
日
暮

れ
に
な
り
人
馬
に
差
支
え
た
の
で
、
薬
種
を
利
助
方
に
預
け
置
き
、
預
り
書
を
取
り
置
い
た
。
後
日
、
宗
八
が
薬
種
の
引
渡
を
利
助
に
催

促
し
た
が
利
助
が
渡
さ
な
か
っ
た
た
め
、
宗
八
が
引
渡
を
求
め
て
同
年
八
月
二
七
日
、
大
坂
東
町
奉
行
所
に
訴
え
出
た
の
で
あ
る
。

こ
の
訴
え
は
受
理
さ
れ
、
法
廷
で
の
「
対
決
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
当
事
者
の
病
気
、
遅
参
（「
刻
限
切
」）
な
ど
で
「
対

決
」
が
何
度
か
流
れ
難
行
す
る
。
よ
う
や
く
同
年
十
月
十
三
日
、
法
廷
で
の
「
対
決
」
が
な
さ
れ
た
。
奉
行
所
は
被
告
（「
相
手
方
」）
の

答
弁
書
の
内
容
を
糺
し
、
堺
の
酢
屋
久
右
衛
門
を
召
喚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
十
月
十
七
日
、
出
頭
し
た
久
右
衛
門
（
代
判
佐
一
郎
）
は

奉
行
所
役
人
に
説
諭
さ
れ
、
被
告
利
助
は
十
月
二
十
日
ま
で
「
日
延
」（
延
期
）
を
願
う
。
原
告
宗
八
や
被
告
の
取
引
先
で
あ
る
久
右
衛

門
と
話
合
い
・
交
渉
を
持
つ
た
め
で
あ
ろ
う
。
利
助
は
十
月
二
一
日
か
ら
二
五
日
ま
で
、
ま
た
「
日
延
」
を
願
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
認

め
ら
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
く
り
返
し
「
日
延
」
が
な
さ
れ
て
い
る
。
交
渉
が
難
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
び
重

な
る
「
日
延
」
の
の
ち
、
十
二
月
八
日
、
原
告
（
宗
八
）、
被
告
（
利
助
）
双
方
が
奉
行
所
に
出
頭
し
、「
出
入
」
が
済
ま
な
い
（「
出
入

不
相
済
」）
旨
の
書
付
を
提
出
し
た
。
当
事
者
の
話
合
い
・
交
渉
に
も
か
か
わ
ら
ず
合
意
形
成
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
大

坂
町
奉
行
所
は
堺
の
御
用
達
亀
屋
喜
右
衛
門
に
内
済
の
斡
旋
（「
取

」）
を
命
じ
た
。
喜
右
衛
門
と
原
告
・
被
告
双
方
と
の
「
対
談
」
の

結
果
、
内
済
が
整
い
、
一
八
五
六
年
（
安
政
三
年
）
五
月
十
一
日
、
原
告
・
被
告
連
名
で
奉
行
に
内
済
の
届
を
行
な
い
、
聞
届
け
ら
れ
た
。

そ
の
と
き
の
内
済
届
（「
乍
恐
済
口
御
断
」）
に
は
、「
右
奉
願
上
候
薬
種
阿
仙
薬
四
櫃
之
内
、
当
時
三
櫃
請
取
、
残
壱
櫃
者
、
来
ル
七
月

四
日
迄
ニ
相
対
ニ
仕
、
則
預
り
書
取
之
、
双
方
無
申
分
、
本
日
出
入
相
済
候
」
と
あ
る
。
薬
種
の
引
渡
に
つ
き
合
意
が
成
立
し
て
「
出

入
」
が
済
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
事
例
で
は
、
奉
行
所
で
の
「
対
決
」
は
行
わ
れ
た
が
、
判
決
申
渡
は
行
わ
れ
ず
、
当
事
者
の
交
渉
不
調
の
の
ち
、
扱
人
に
よ
る
内

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
七
六)

二
三



済
斡
旋
に
よ
り
内
済
が
成
立
し
「
出
入
」
が
済
ん
で
い
る
。

三

有
物
出
入
の
考
察
か
ら
、
次
の
二
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
ま
ず
第
一
点
は
、「
出
入
」
が
済
む
時
点
で
あ
る
。
有
物
出
入
に
お
い

て
も
、
上
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
出
訴
後
か
ら
法
廷
で
の
「
対
決
」
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
、「
対
決
」
が
な
さ
れ

て
か
ら
判
決
申
渡
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
判
決
申
渡
が
な
さ
れ
て
か
ら
以
降
の
、
い
ず
れ
の
時
点
に
お
い
て
も
「
出
入
」
が
済
ん
で
い

た
。
す
な
わ
ち
、
奉
行
所
へ
の
訴
訟
提
起
後
は
、
ど
の
時
点
で
も
「
出
入
」
は
済
む
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
点
で
当
事
者
は
そ
れ
以

上
争
わ
な
く
な
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
債
務
の
履
行
、
あ
る
い
は
履
行
に
関
す
る
当
事
者
の
合
意
成
立
―
―
す
な
わ
ち
内
済
成
立
―
―
が

あ
っ
た
。

注
目
す
べ
き
第
二
点
目
は
、「
日
延
」（
延
期
）
が
頻
繁
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。【
史
料
５
】
の
事
例
で
は
、
十
月
十
七
日
の
相

手
方
（
被
告
）
か
ら
の
「
日
延
」
願
を
含
め
て
、
合
計
九
度
も
「
日
延
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
奉
行
所
が
く
り
返
し
「
日
延
」
を
認
め

た
と
い
う
こ
と
は
、
当
事
者
の
交
渉
に
よ
る
合
意
形
成
（
内
済
）
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
有
物
出
入
に
お
い
て
、
判
決
申
渡
後
、

奉
行
所
が
た
だ
ち
に
物
の
引
渡
を
執
行
す
る
の
で
は
な
く
、
債
権
者
（
原
告
）
に
何
度
も
追
訴
を
行
わ
せ
、
そ
の
間
に
当
事
者
の
話
合

い
・
交
渉
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た

(
)

こ
と
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
奉
行
所
は
内
済
に
よ
る
解
決
を
強
く
期
待
し
て
い
た
の
で

42

あ
る
。

註

(
)

有
物
出
入
に
つ
い
て
は
、
石
井
・
註(

)

引
用
書
二
三
二
頁
、
服
藤
弘
司
『
刑
事
法
と
民
事
法
』（
創
文
社
、
昭
和
五
八
年
）
三
二
二
頁
、
安

33

11

竹
貴
彦
「
寛
保
〜
延
享
期
に
お
け
る
大
坂
町
奉
行
所
の
金
銀
出
入
取
捌
法
改
革
」（『
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
』
第
八
号
、
二
〇
〇
七

年
）
二
〇
頁
等
参
照
。

(

二
四
七
五)

立
命
館
法
学

二
〇
〇
九
年
五
・
六
号
（
三
二
七
・
三
二
八
号
）

二
四



(
)

石
井
・
註(

)

引
用
書
九
二
頁
以
下
、
石
井
良
助
『
続
江
戸
時
代
漫
筆
』（
井
上
書
房
、
昭
和
三
八
年
重
版
）
二
一
五
、
二
一
六
頁
、
安
竹
貴

34

11

彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―
―
十
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴
訟
手
続
―
―
』（『
大
阪
市
史
史
料
』
第
四
十
四
輯
、
平
成
七
年
）
一
二
二
頁
等
参

照
。

(
)

道
修
町
『
目
安
帳
』
弘
化
元
年
十
二
月
十
三
日
願
の
条
。

35

(
)

同
天
保
一
三
年
九
月
二
五
日
願
の
条
。

36

(
)

史
料
に
は
「
出
入
相
済
」
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
債
務
が
履
行
さ
れ
ず
「
出
入
不
相
済
」
と
奉
行
所
に
届
け
出
た
「
出
入
」
の
「
対

37
談
」
が
行
き
届
き
、
内
済
の
届
を
し
て
い
る
の
で
、『
目
安
帳
』
の
他
の
多
く
の
類
似
事
例
と
同
様
、「
出
入
」
が
済
ん
だ
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

実
は
、
本
件
は
【
史
料
４
】
と
同
じ
原
告
・
被
告
で
、
事
案
も
全
く
同
じ
（
家
質
銀
出
入
）
で
終
了
の
仕
方
も
同
じ
で
あ
る
の
で
、【
史
料
４
】

と
同
様
、「
出
入
」
が
済
ん
だ
と
見
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
)

道
修
町
『
目
安
帳
』
弘
化
二
年
十
一
月
十
八
日
願
の
条
。

38

(
)

同
弘
化
三
年
二
月
七
日
願
の
条
。

39

(
)

判
決
前
に
内
済
が
成
立
し
「
出
入
」
が
済
む
と
、
そ
の
訴
え
は
「
願
下
ヶ
」
と
な
っ
た
。
一
八
四
七
年
（
弘
化
四
年
）
三
月
二
三
、
二
四
両
日

40
出
訴
の
両
替
通
取
引
入
銀
御
糺
出
入
で
も
、
債
権
者
（
原
告
）、
債
務
者
（
被
告
）
間
で
弁
済
に
つ
い
て
の
合
意
が
成
立
し
、「
双
方
無
申
分
、
出

入
相
済
、
願
下
ヶ
御
断
申
上
候
処
、
御
聞
済
ニ
成
」
っ
て
い
る
（
道
修
町
『
目
安
帳
』
同
日
願
の
条
）。
な
お
佐
久
間
長
敬
著
・
南
和
男
校
注

『
江
戸
町
奉
行
事
蹟
問
答
』（
人
物
往
来
社
、
昭
和
四
二
年
）
に
も
、「
掛
り
与
力
は
…
願
意
并
返
答
の
趣
意
逐
一
聞
糺
、
篤
と
見
込
を
定
候
上
に

て
勧
解
す
る
な
り
。
双
方
承
服
し
て
談
相
整
、
申
分
な
き
時
は
済
口
証
文
を
出
し
て
願
下
い
た
し
、
与
力
直
に
聞
届
、
跡
に
て
奉
行
へ
届
け
る
な

り
」
と
あ
る
（
一
四
二
頁
）。

(
)

道
修
町
『
目
安
帳
』
嘉
永
七
年
（
安
政
元
年
）
八
月
二
七
日
願
の
条
。

41

(
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
大
平
・
註(

５)

引
用
論
文
第
四
節
「
有
物
出
入
」
を
参
照
。

42

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
七
四)

二
五



第
五
節

｢

出
入
」
が
済
む
と
い
う
こ
と

一

以
上
、
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
給
付
訴
訟
に
お
い
て
「
出
入
」
が
済
む
（「
出
入
相
済
」）
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考
え
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

第
三
節
、
第
四
節
の
考
察
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、「
出
入
」
が
済
む
時
点
は
極
め
て
多
様
で
あ
っ
た
。
訴
え
が
奉
行
所
に
提
起
さ

れ
て
以
降
の
い
つ
で
も
「
出
入
」
は
済
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
判
決
申
渡
後
に
も
「
出
入
」
が
済
ん
で
い
る
事
例
が
数

多
く
見
ら
れ
た
点
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
判
決
で
申
渡
さ
れ
た
弁
済
期
限
が
過
ぎ
て
か
ら
「
出
入
」
が
済
ん
で
い
る
事
例
、
身
代
限
を
申

付
け
ら
れ
て
か
ら
「
出
入
」
が
済
ん
で
い
る
事
例
、
判
決
申
渡
後
、「
出
入
不
相
済
」
と
申
し
出
て
き
た
事
例
な
ど
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ

う
に
、
判
決
申
渡
と
「
出
入
」
が
済
む
こ
と
と
は
直
接
か
か
わ
り
は
な
か
っ
た
。「
出
入
」
は
判
決
に
よ
っ
て
終
了
し
た
の
で
は
な
か
っ

た
。で

は
、「
出
入
」
は
何
に
よ
っ
て
終
了
し
た
の
か
。
そ
れ
は
第
三
節
、
第
四
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
以
上
争
わ
な
い
こ
と
に
つ

い
て
の
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
終
了
し
た
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
、
現
行
民
事
訴
訟
に
お
け
る
二
つ
の
終
了
の
形
、
す
な
わ
ち
判
決
に
よ

る
終
了
と
、
当
事
者
の
意
思
に
も
と
づ
く
行
為
に
よ
る
終
了
を
指
摘
し
た
。
江
戸
時
代
の
給
付
訴
訟
に
お
け
る
「
出
入
」
に
つ
い
て
い
え

ば
、
判
決
と
「
出
入
の
終
了
」
と
は
直
接
か
か
わ
り
は
な
く
、「
出
入
」
は
当
事
者
の
意
思
に
も
と
づ
く
行
為
に
よ
り
終
了
し
た
の
で
あ

る
。「
出
入
」
は
、
公
権
力
の
意
思
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
終
了
す
る
も
の
で
あ
り

(
)

、
所
詮
は
、
私
人
の
意
思

43

で
ど
の
よ
う
に
で
も
で
き
る
私
的
な
紛
争
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

二

｢

出
入
」
が
済
む
と
は
、
こ
れ
以
上
争
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
合
意
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
合
意
（
内

(

二
四
七
三)

立
命
館
法
学

二
〇
〇
九
年
五
・
六
号
（
三
二
七
・
三
二
八
号
）

二
六



済
）
は
公
権
力
に
承
認
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
。
当
局
は
、
紛
争
再
発
防
止
の
た
め
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
「
出
入
」
が
済
ん
だ

こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
私
人
間
の
紛
争
が
公
の
紛
争
解
決
の
場
に
登
場
し
た
と
き
を
「
出
入
」
の
始
期

(
)

と
す
る
な
ら
ば
、「
出
入
」

44

の
終
期
は
、
判
決
の
前
後
を
問
わ
ず
「
出
入
」
が
済
ん
だ
と
き
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。「
出
入
」
が
済
む
と
、
当
局
は
そ
の
こ
と
を
承

認
し
た
。
か
く
し
て
「
出
入
」
は
公
の
場
か
ら
姿
を
消
す
の
で
あ
る
。
当
局
の
承
認
に
よ
り
公
の
場
に
持
込
ま
れ
た
紛
争
に
つ
い
て
、
当

局
は
、
必
要
な
措
置
を
と
り
つ
つ
最
後
ま
で
見
守
り
、
そ
の
鎮
静
化
を
確
認
の
う
え
、
公
の
場
か
ら
の
退
出
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、「
出
入
」
と
は
公
の
紛
争
解
決
の
場
に
登
場
し
た
私
人
間
の
紛
争
で
あ
り
、「
出
入
筋
」
と
は
そ
れ
を
処
理
し
鎮
静

化
さ
せ
る
手
続
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
し
、
そ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
少
な
く
と
も
給
付
訴

訟
に
つ
い
て
は
、「
出
入
筋
」
と
は
、
裁
判
手
続
（
訴
訟
手
続
）
と
み
る
よ
り
は
、
裁
判
手
続
、
執
行
手
続
を
含
め
た
と
こ
ろ
の
、
公
の

紛
争
解
決
の
場
に
持
ち
こ
ま
れ
た
紛
争
を
処
理
し
鎮
静
化
さ
せ
る
一
連
の
手
続
と
み
る
方
が
実
態
に
そ
く
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

如
何
で
あ
ろ
う
。

註

(
)

も
っ
と
も
、「
当
事
者
の
意
思
に
も
と
づ
く
」
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
背
景
に
は
公
権
力
の
権
威
主
義
的
サ
ポ
ー
ト
―
―
と
き
に
は
物
理
的
強

43
制
力
を
伴
っ
た
サ
ポ
ー
ト
―
―
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
奉
行
所
に
届
け
出
る
内
済
届
（「
済
口
御
断
」）
に
は
、「
双

方
無
申
分
、
出
入
相
済
、
全
御
威
光
故
之
儀
と
難
有
奉
存
候
」（
石
井
良
助
『
続
近
世
民
事
訴
訟
法
史
』（
創
文
社
、
昭
和
六
〇
年
）
七
八
頁
引
用

「
乍
恐
済
口
御
断
」）
と
、
奉
行
所
の
権
威
主
義
的
サ
ポ
ー
ト
に
対
す
る
謝
辞
が
示
さ
れ
て
い
た
。

(
)
｢

出
入
」
が
裁
判
役
所
に
お
い
て
「
出
入
筋
」
と
い
う
手
続
で
処
理
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
出
入
」
の
始
期
は
「
出
入
筋
」
の
開
始
時
と

44
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
出
入
筋
」
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
平
松
義
郎
氏
が
、「
出
入
筋
は
、
訴
訟
人
が
目
安
を
提
出
し
、
裁
判
役
所
が
こ
れ
に

裏
書
を
加
え
て
、
相
手
方
に
送
達
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
始
せ
ら
れ
る
」（
平
松
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』（
創
文
社
、
昭
和
三
五
年
）

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
七
二)

二
七



四
〇
五
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

第
六
節

お
わ
り
に

一

江
戸
時
代
の
「
出
入
」
は
公
的
な
紛
争
解
決
の
場
に
持
ち
込
ま
れ
た
私
人
間
の
紛
争
で
あ
っ
た
。
給
付
訴
訟
に
つ
い
て
い
え
ば
、

「
出
入
」
が
終
了
す
る
（「
出
入
相
済
」）
の
は
、
そ
れ
以
上
争
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
合
意
が
成
立
し
た
と
き
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
は
滋
賀
秀
三
氏
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
氏
は
、
清
代
中
国
民
事
訴
訟
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、「
案
件
は
ど
の
よ

う
に
し
て
終
る
か
」
を
論
じ
、「
要
す
る
に
訴
訟
は
、
如
何
な
る
進
行
段
階
に
あ
っ
て
も
、
両
当
事
者
と
も
、
そ
し
て
そ
の
他
の
何
者
も

も
は
や
何
ら
の
新
た
な
申
立
て
を
せ
ず
、
沈
黙
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
そ
こ
で
立
消
え
と
な
っ
て
終
わ
る
も
の
で
あ
っ
た

(
)

」
と

45

述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
誰
も
争
わ
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
わ
る

(
)

」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
終
わ
り
方
の
中
で
も
和
解
が
少

46

な
か
ら
ぬ
役
割
を
果
し
て
い
た

(
)

。
氏
の
指
摘
は
日
本
の
江
戸
時
代
の
「
出
入
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る

(
)

。

47

48

た
だ
、
滋
賀
氏
が
対
象
と
し
た
の
は
民
事
訴
訟
で
あ
り
、
民
事
執
行
に
つ
い
て
は
、「
清
代
に
お
け
る
民
事
的
強
制
執
行
の
制
度
の
実

態
に
つ
い
て
の
知
識
が
未
だ
十
分
に
は
整
備
さ
れ
て
い
な
い

(
)

」
と
し
て
、
今
後
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
日
本
で
は
、
判
決

49

申
渡
後
の
執
行
手
続
が
一・
応・
確
立
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
大
坂
の
給
付
訴
訟
に
お
い
て
は
、「
出
入
」
は
訴
訟
と
執
行
の
双
方
に
ま
た

が
る
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、「
出
入
」
と
い
う
形
で
い
っ
た
ん
公
の
紛
争
解
決
の
場
に
持
ち
出
さ
れ
た
私
的
紛
争
は
、

最
後
ま
で
お
上か

み

が
責
任
を
も
っ
て
処
理
す
る
と
い
う
発
想
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
責
任
に
も
と
づ
く
負
担
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
た
め
、

当
事
者
に
よ
る
合
意
形
成
（
内
済
）
が
期
待
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
丸
ご
と
処
理
の
発
想
は
、「
出
入
筋
」
か
ら
裁
判
手
続
と
執
行
手
続
が

十
分
自
立
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う

(
)

。
内
済
を
基
調
と
し
た
「
出
入
筋
」
か
ら
裁
判
手
続
と
執
行
手
続
を
自
立
さ
せ
、

50

(

二
四
七
一)

立
命
館
法
学

二
〇
〇
九
年
五
・
六
号
（
三
二
七
・
三
二
八
号
）

二
八



か
つ
訴
訟
負
担
の
重
み
に
耐
え
う
る
新
た
な
司
法
制
度
を
築
く
と
い
う
制
度
改
変
が
、
次
の
時
代
の
課
題
と
な
ろ
う
。

（
二
〇
一
〇
年
一
月
一
〇
日)

註

(
)

滋
賀
秀
三
『
続
・
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
九
年
）
七
五
、
七
六
頁
。

45

(
)

同
一
九
頁
。

46

(
)

同
七
三
頁
。

47

(
)

も
っ
と
も
、
日
本
の
江
戸
時
代
の
「
出
入
」
の
終
了
と
清
代
中
国
の
訴
訟
の
終
わ
り
方
に
は
、
大
き
な
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ

48
の
点
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

(
)

滋
賀
秀
三
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
第
二
刷
）
二
二
六
頁
。

49

(
)

滋
賀
氏
は
、
清
代
中
国
に
つ
い
て
、「
見
と
お
し
」
と
し
て
、「
判
決
手
続
と
執
行
手
続
と
の
間
の
截
然
た
る
区
別
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え

50
ら
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
滋
賀
・
註(

)

引
用
書
二
二
六
頁
）。
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

49

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
平
成
一
八
〜
二
一
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
（
基
盤
研
究(

Ｂ)

、
研
究
テ
ー
マ
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
中
国
訴
訟
社
会
の
研
究
」、

研
究
代
表
夫
馬
進
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
同
研
究
費
の
研
究
成
果
の
一
部
は
、
別
途
、

「
判
決
が
出
た
あ
と
―
―
江
戸
時
代
の
『
訴
訟
社
会
』
像
―
―
」（
夫
馬
進
編
『
中
国
訴
訟
社
会
史
の
研
究
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
近
刊
予
定
）
と

題
し
て
近
々
公
に
す
る
予
定
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
重
複
叙
述
を
避
け
る
た
め
、
別
稿
に
ゆ
だ
ね
た
部
分
も
少
な
く
な
い
。
別
稿
を
あ
わ
せ
て
ご
参
照

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

「
出
入
」
の
終
了
（
大
平
）

(

二
四
七
〇)

二
九


